
平成23年10月11日 

 

関係者各位 

長崎市総務局理財部契約検査課 

 

｢非木造中高層建物解体工事｣における施工実績として 

提出可能な対象工事の拡大について 

 

本市又は本市上下水道局が発注する建設工事の制限付一般競争入札において、高度もしく

は特殊な技術を要する工事については、入札参加資格要件として、入札参加申込時に、施工

実績等調書の提出を求めることとしております。（施工実績として提出可能な工事は、原則

として、国、地方公共団体等が発注した建設工事です。） 

このうち、｢非木造中高層建物解体工事（３階以上の鉄筋コンクリート造建物の解体工事

で鉄骨鉄筋コンクリート造を含む。以下同じ）」については、下記のとおり、民間事業者が

発注した工事についても、その工事内容等が確認できるものについては、実績として認める

こととしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 変更日 

  平成 23 年 10 月 11 日以降に公告する｢非木造中高層建物解体工事｣から 

 

２ 変更点 

｢非木造中高層建物解体工事｣において確認する施工実績の内容 

変更前 変更後 

元請として過去10箇年の間に、国、地方公

共団体等発注工事のうち、鉄筋コンクリー

ト造建物の解体工事で、解体を行った部分

の地上階数が3以上の工事における施工実

績を有し、これらをすべて誠実に履行した

者。(「鉄筋コンクリート造建物」とは、

主要構造部がすべて鉄筋コンクリート造

の建築物であり、鉄骨鉄筋コンクリート造

を含む。) 

元請として過去 10 箇年の間に、鉄筋コンク

リート造建物の解体工事で、解体を行った

部分の地上階数が 3 以上の工事（民間事業

者が発注した工事を含む）における施工実

績を有し、これらをすべて誠実に履行した

者。(「鉄筋コンクリート造建物」とは、主

要構造部がすべて鉄筋コンクリート造の建

築物であり、鉄骨鉄筋コンクリート造を含

む。) 

 

３ 留意事項等 

 ⑴ ｢非木造中高層建物解体工事｣については、「施工実績の事前確認」を実施しておりま

す。実績が確認され「確認書」の交付を受けた方は、入札参加申込時に「施工実績等調

書」の提出を省略することができます。 

 

 ⑵ 民間事業者が発注した工事を施工実績として提出する場合、次のア及びイの書類が必



要です。実績等確認できない場合は、実績として認められないことがありますのでご注

意ください。 

  ア 契約書及び工事完成が確認できる書類等の写し 

  イ 工事内容が確認できる書類等の写し（｢鉄筋コンクリート造建物｣の解体工事で、解

体を行った部分の地上階数が３以上の工事とわかる図面等） 

 

 ⑶ 国、地方公共団体等が発注した建設工事を施工実績として提出する場合の提出書類は、

従来と変更ありません。 

 

以上 

 

その他不明な点等がありましたら、下記担当までお尋ねください。 

【担当】 

長崎市総務局理財部契約検査課工事契約係

電話（直通） ０９５－８２９－１１６０


